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法制審が検討している要綱案の概要

所有者5分の4
●※所在明らかな所有者の4分の

3の賛成
決謂後、借リ主に半年後の立ち退

再----きを請求することが可能に

生．μ雇ー 全所有者の質成

・ココ三□■l●※所在阻らかな所有者4分の3の員成

所有者の5分の4
＊所在朗らかな所有者の3分の2の黄成

所有者の過‘半数

，＿ 譴可能に

＊出席者の過半数の賛成で

＇ U皿＇．ag】 国内の管理人を選任できる
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汲て曲マ成の者はの 1こ て つ て
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てえ追シ期成含在とつて °合

泣届嘉：呉蓼努雰唇あ覧悶麗
°い ‘の 坦要 5かたはを者成
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区分所有法

老朽マンシ→ン対策主な法改正の動き

法律 I対象 ,. 改正の概要

区分所有法
管理 建て替えや修繕の多数

再生 決要件の緩和など

マンション建て
再生

敷地を売却しやすくす

替え円滑化法 るなど

マンション
管理
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